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日頃から税務行政につきまして、ご理解・ご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。 
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に出向かなくても納付手続ができる「キャッシュ 

レス納付」が便利ですので、この機会に是非、ご利用をお願いします。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「キャッシュレス納付」のご案内 

納税 

③ 納付 

① 専用サイトで利用可能 
な Pay払いを選択 

 

② 納付の立替 
払いを委託 

 

インターネットバンキング スマホアプリ納付 クレジットカード納付 

振 替 納 税 ダイレクト納付 

ダイレクト納付の申込をすることで、e-Tax から簡単な方法
で口座引落により納付する方法です。 

また、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続き
も可能です（口座引落日は、法定納期限となります。）。 

 ※ 事前手続は、オンライン申請可能です。 
（個人に限ります） 

 

振替納税の申込をすることで、毎年の
確定申告等に係る国税を口座引落により
納付する方法です。 
※ 事前手続は、オンライン申請可能です。 
※ 個人の申告所得税・消費税に限ります。 
 

インターネットバンキング口
座などから納付する方法です。 

「国税スマートフォン決済専
用サイト」から、利用するスマホ
決済アプリ（Ｐａｙ払い）を選択
し、納付受託者に納付を委託す
る方法です。 

 ※ 納付しようとする金額が 30 万円以下 

の場合に使用できます。 

インターネット上のクレジット
カード支払の方法を利用して、「国
税クレジットカードお支払いサイ
ト」から納付受託者に納付を委託
する方法です。 

納付税額に応じた決済手数料がかかります。 
※ 決済手数料は、国の収入になるもので 

はありません。 

専用サイト 

納付受託者 

事 前 手 続 e - T a x 事 前 手 続 

e - T a x 

事前手続 事前に税務署への手続が必要です。 e - Ta x e-Tax での利用となります。 

① インター
ネットバン
キング口座
の開設 

 

② e-Taxの 

利用開始手続 

 

③ インターネット 
バンキング等から   
納付 

① 専用サイトで 
必要事項を入力 

 

② 納付の立替払い 
    を委託 

 

④ 立替払い額(プラス 
手数料)の請求 

③ 納付 

① 所得税・消費税の 
口   口座振替の依頼書の提出 

② 確定申告 

① e-Taxの利用開始手続 

（初回のみ） 

 

③ e-Taxで申告・納税 

④ 口座引落し 
で納付 

② ダイレクト納付 
口座の届出 

〈クレジットカード会社〉

③ 口座引落し 
で納付 
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